
告
　
　
示

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
ど
り
保
全
課
）

一

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃
　
　
　
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

二

○
家
畜
伝
染
病
発
生
の
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畜
　
産
　
課
）

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

三

公
　
　
告

○
肥
料
の
登
録
の
失
効
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
農
業
経
営
課
）

●
香
川
県
告
示
第
七
百
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

小
豆
郡
内
海
町
福
田
字
近
谷
乙
四
六
四
の
二
三
、
乙
四
六
四
の
二
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
公
衆
の
保
健

三
　
解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
保
全
課
及
び
内
海
町
建
設
農

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

（
第
九
二
八
九
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 92 号

平成 17 年

11月22日（火曜日）

一

林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

辞
　
退
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
名
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　

所
　
　
在
　
　
地

平
成
一
七
、
一
〇
、
二
〇
　
米
岡
医
院
　
　
　
　
　
　
小
豆
郡
内
海
町
西
村
甲
一
〇
七
八
番
地
一

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

廃
　
止
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
五
、
三
、
三
一
　
　
指
定
居
宅
介
護
支
援
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
　
居
宅
介
護
支
援
事
業

事
業
所
さ
か
も
と
　
　
ィ
ー
・
エ
ム

東
か
が
わ
市
川
東
八
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目

八
番
地
　
　
　
　
　
　
三
六
一
番
地
四

平
成
一
五
、
四
、
三
〇
　
　
通
所
介
護
あ
す
か
　
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
　
通
所
介
護

東
か
が
わ
市
川
東
八
　
ィ
ー
・
エ
ム

八
番
地
　
　
　
　
　
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目

三
六
一
番
地
四

平
成
一
五
、
七
、
三
一
　
　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
　
認
知
症
対
応
型
共
同
生

す
か
　
　
　
　
　
　
　
ィ
ー
・
エ
ム
　
　
　
　
活
介
護

東
か
が
わ
市
川
東
一
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目

〇
六
番
地
三
　
　
　
　
三
六
一
番
地
四

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

（
第
九
二
八
九
号
）

二

畜
伝
染
病
の
発
生
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

患
畜
及
び

家
畜
伝
染
　
家
畜
の

疑
似
患
畜
　
頭
数
　
　
　
発
生
の
場
所
　
　
　
　
発
生
年
月
日
　
　
転
　
帰

病
の
種
類
　
種
　
類

の
区
分

ヨ
ー
ネ
病
　
牛
　
　
　
患
　
畜
　
　
一
　
　
仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
　
平
成
十
七
年
　
　
　
殺
処
分

十
郷
字
大
口
　
　
　
　
　
十
一
月
十
日

八
七
八
―
一
〇

●
香
川
県
告
示
第
七
百
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
同

年
十
二
月
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
国
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
四
百
三
十
六
号

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
二

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
〇
三

二
六
・
二

一
六
・
四

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
〇
三

三
八
・
四

一
一
・
四

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
五
〇

三
四
・
六

平
成
一
七
、
五
、
三
一
　
　
指
定
訪
問
介
護
事
業
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
　
訪
問
介
護

所
あ
す
か
　
　
　
　
　
ィ
ー
・
エ
ム

東
か
が
わ
市
川
東
八
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目

七
番
地
二
　
　
　
　
　
三
六
一
番
地
四

●
香
川
県
告
示
第
七
百
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
五
、
四
、
一
　
　
　
指
定
居
宅
介
護
支
援
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
　
居
宅
介
護
支
援
事
業

事
業
所
さ
か
も
と
　
　
ィ
ー
・
エ
ム
　
　
　
　

東
か
が
わ
市
川
東
八
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目
　

七
番
地
二
　
　
　
　
　
三
六
一
番
地
四
　

平
成
一
五
、
八
、
一
　
　
　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
　
認
知
症
対
応
型
共
同
生

す
か
　
　
　
　
　
　
　
ィ
ー
・
エ
ム
　
　
　
　
活
介
護

東
か
が
わ
市
川
東
八
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目
　

八
番
地
　
　
　
　
　
　
三
六
一
番
地
四
　

平
成
一
七
、
六
、
一
　
　
　
指
定
訪
問
介
護
事
業
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
　
訪
問
介
護

所
あ
す
か
　
　
　
　
　
ィ
ー
・
エ
ム
　

東
か
が
わ
市
川
東
一
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目
　

〇
六
番
地
三
　
　
　
　
三
六
一
番
地
四
　

平
成
一
七
、
一
〇
、
七
　
　
デ
イ
セ
ン
タ
ー
緑
生
　
医
療
法
人
社
団
愛
生
　
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

坂
出
市
江
尻
町
八
三
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
ョ
ン

六
番
地
五
　
　
　
　
　
坂
出
市
江
尻
町
八
三
　

六
番
地
五

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

小
豆
郡
池
田
町
大
字
池
田
字
清
水
谷
七

番
一
地
先
か
ら

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
生
字
西
風
呂
甲

三
六
番
一
地
先
ま
で

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
生
字
東
脇
甲
六

五
七
番
一
地
先
か
ら

交
通
安
全
施

設
整
備
事
業

に
よ
る
現
道

拡
幅



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

（
第
九
二
八
九
号
）

三

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
同

年
十
二
月
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
土
庄
内
海
線
（
二
十
六
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
一
　
　
　
　
　
　

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
四
〇

八
・
四

一
一
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
四
〇

一
二
・
一

四
　
道
路
の
供
用
開
始

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

小
豆
郡
土
庄
町
小
部
字
江
尻
甲
二
八
六
番
一
地
先
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
区
域
変
更
区

か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
・
四
　
　
　
　
　
　
　
間
の
う
ち
一

〜
　
　
　
　
　
二
四
〇
　
部
未
供
用

小
豆
郡
土
庄
町
小
部
字
江
尻
甲
二
四
一
番
地
先
ま
　
　
十
二
・
一

で

五
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

●
香
川
県
公
告
第
六
百
五
十
一
号

一
六
・
八

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
五
〇

四
六
・
〇

九
・
〇

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
九
〇

一
五
・
四

一
〇
・
六

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
九
〇

一
七
・
六

●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
同

年
十
二
月
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
三
都
港
平
木
線
（
二
百
五
十
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

三
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
道
路
改
修
工

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
五
三
　
事
に
伴
う
現

七
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
道
拡
幅

五
・
五

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
五
三

八
・
〇

●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
生
字
東
篠
甲
九

五
七
番
一
地
先
か
ら

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
生
字
東
脇
甲
五

八
三
番
一
地
先
ま
で

小
豆
郡
池
田
町
大
字
神
浦
字
松
山
甲
六

五
四
番
三
九
地
先
か
ら

小
豆
郡
池
田
町
大
字
神
浦
字
松
山
甲
六

五
四
番
五
一
地
先
ま
で

小
豆
郡
土
庄
町
小
部
字
江
尻
甲
二
八
六

番
一
地
先
か
ら

小
豆
郡
土
庄
町
小
部
字
江
尻
甲
二
四
一

番
地
先
ま
で

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
生
字
東
篠
甲
九

五
四
番
二
地
先
ま
で

地
方
道
整
備

臨
時
交
付
金

事
業
に
よ
る

現
道
拡
幅

公

告



平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日

（
第
九
二
八
九
号
）

四

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録

が
平
成
十
七
年
十
月
二
十
日
に
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

平
成
一
七
年
十
一
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

肥
料
の
　
　
　
　
　
　
　
保
証
成
分
量

そ
の
他
の

生
産
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

登
録
番
号
　
　
　
　
　
肥
料
の
名
称
　

種
　
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

規
　
　
格

及
　

び
　

住
　

所

香
川
県
第
　
肉
骨
粉
　
ミ
ー
ト
ボ
ン
　
窒
素
全
量
　
　
該
当
な
し
　
　
株
式
会
社
　
カ
ガ
ワ
ミ
ー
ル

七
二
九
号
　
　
　
　
　
ミ
ー
ル
　
　
　
　
　
八
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
坂
出
市
昭
和
町
２
丁

り
ん
酸
全
量
　
　
　
　
　
　
　
目
７
番
９
号

一
〇
・
〇


